
 

 

令和４年度財政援助団体等監査結果報告 

（財政援助団体監査） 

 

１ 監査の基準 

喜多方市監査基準に準拠 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第 199条第 7項の規定に基づく監査 

 

３ 監査の対象 

 (1) 団体 

特定非営利活動法人喜多方市民活動サポートネットワーク 

(2) 所管部局 

企画政策部企画調整課 

(3) 団体の概要 

喜多方市民が互いに支えあうための各種ボランティア活動や、市民活動等の広範なネ

ットワークを構築し、その拠点として役割を果たすことを目的としている。 

(4) 財政援助の内容 

補助金の名称      喜多方市市民活動支援センター補助金 

令和３年度補助金    3,854,000円 

 

４ 監査の着眼点 

全国都市監査委員会「実務ガイドライン」に定める財政援助団体監査の着眼点に基づき監

査を行った。 

 

５ 監査の主な実施内容 

市が交付した補助金に係る出納その他の事務の執行について、提出された資料及び提示の

あった出納関係帳票、その他関係書類に基づいて書類審査を実施するとともに、関係職員か

ら説明を受けて実施した。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

 (1) 実施場所 

ア 書類審査 監査委員事務局執務室 

イ 対面監査 喜多方市厚生会館 第１会議室 

(2) 日程 

   令和４年９月９日から同年 11月７日まで 

 

７ 監査の結果 

補助金に係る事務は、事業の目的に沿って行われており、おおむね適正に執行されている

と認められた。 

なお、事務処理上、改善及び留意すべき点で軽微なものについては、口頭で措置を促した。 



 

 

令和４年度財政援助団体等監査結果報告 

（指定管理者監査） 

 

１ 監査の基準 

喜多方市監査基準に準拠 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第 199条第 7項の規定に基づく監査 

 

３ 監査の対象 

(1) 指定管理者 

喜多方市ふるさと振興株式会社 

(2) 所管部局 

教育部生涯学習課 

(3) 公の施設 

押切川公園体育館 

(4) 指定管理料 

令和３年度 33,982,183円 

 

４ 監査の着眼点 

全国都市監査委員会「実務ガイドライン」に定める公の施設の指定管理者監査の着眼点に

基づき監査を行った。 

 

５ 監査の主な実施内容 

押切川公園体育館の指定管理業務に係る出納その他の事務の執行について、提出された資

料及び提示のあった出納関係帳票、その他関係書類に基づいて書類審査を実施するとともに、

関係職員から説明を受けて実施した。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

(1) 実施場所 

ア 書類審査 監査委員事務局執務室 

イ 対面監査 押切川公園体育館 会議室 

ウ 備品監査 押切川公園体育館  

(2) 日程 

令和４年９月９日から同年 11月７日まで 

 

７ 監査の結果 

押切川公園体育館の指定管理業務に係る出納その他の事務は、おおむね適正に執行されて

いると認められた。 

なお、事務処理上、改善及び留意すべき点で軽微なものについては、口頭で措置を促した。 


